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1 生三吉保言葉関係  
1．保護の動向  

（1）被保護世帯、人員、保護率の推移  
皮保護世帯  保護の開廃の状況  被保護人員  

保護率  

数  指 数  開始世帯数  廃止世帯数   実 数  指 数   

：世帯）  A   A／B             B  （人）   （‰）  

507   100．0   14，659   16，027   0．91  1，431，117  100．0  11．8   

407   76．3   11，430   10，837   l．05  884，912   61．8  7．1   

925   77．1   11，746   11，132   1．06  882，229   61．6  7．0   

106   78．6   12，202   11，006   1．11  887，450   62．0  7．1   

488   80．9   12，921   11，112   1．16  905，589   63．3  7．2   

060   85．0   15，145   12，057   1．26  946，994   66．2  7．5   

055   90．2   15，826   12，232   1．29  1，004，472   70．2  7．9   

302   96．3   16，722   12，526   1．33  1，072，238   74．9  8．4   

169   103．2   17，906   13，050   1．37  1，148，088   80．2  9．0   

931   111．6   19，413   13，789   1．41  1，242，723   86．8  9．8   

270   120．6   20，463   14，872   1．38  1，344，327   93．9  10．5   

887   128．0   19，187   15，164   1．27  1，423，388   96．9  10．3   

508   133．4   18，187   14，874   1．22  1，475，838  103．1  11．6   

824   137．8   16，885   14，265   1．18  1，513，924  105．8  11．8  

被保言∃  

実  数  

（世帯   

60 年度  780，507   

6 年度  595，407   

7 年度  601，925   

8 年度  613，106   

9 年度  631，488   

10 年度  663，060   

11年度  704，055   

12 年度  751，302   

13 年度  805，169   

14 年度  870，931   

15 年度  941，270   

16 年度  998，887   

17 年度  1，041，508   

18 年度  1，075，824   

資料：福祉行政報告例（平成18年度は生活保護速報による。）   

（2）世帯類型別構成比の推移  
総 数  高齢者世帯  母子世帯  傷病・障害世帯  その他世帯   

（％）  （％）  （％）  

100．0  31． 2   8 2．1  14．6   44．8   8 2．1   9．3   

100．0  41．8   87．8   9．0   4 2．1   7 5．7   7．1   

100．0  42．3   88．1   8．7   42．0   7 6．5   6．9   

100．0  43．2   89．3   8．4   41．6   7 7．2   6．8   

100．0  44．0   88．5   8．3   41．0   7 7．8   6．7   

100．0  44．5   88．4   8．2   40．4   78．1   6．9   

100．0  44．9   88．3   8．3   3 9．6   7 8．1   7．1   

100．0  4 5． 5   8 8．1   8．4   38．7   78．1   7．4   

100．0  4 6．0   8 7．9   8．5   3 7．8   7 8．3   7． 7   

100，0  46．3   8 7．8   8．6   3 6． 7   7 8．3   7． 3   

100．0  46．3   8 7．6   8．7   3 5．8   7 8．4   7． 3   

100．0  46．7   87．6   8．8   3 5．1   78．6   9．4   

100．0  43．5   88．4   8．7   3 7． 5   7 9．1   10．3   

100．0  44．1   88．7   8．6   37．0   7 9．3   10．2   

年  度   

構  

6 年度  

7 年度  

8 年度  

成  

10 年度  

11年度  

12 年度  

比   

14 年度  

15 年度  

16 年度  

17 年度  

18 年度  

資料：福祉行政報告例（平成18年度は生活保護速報による。）   

（3）生活保護費に占める扶助種類別等割合（単位：千円）  
雇額  生活扶助費  （％）  住宅扶助費  （％）  教育扶助費  （％）  医療扶助費  （％）  介護扶助費  （％）   

9，803  57，922，478  32．9  18，666，079  10．6  744，196  0．4  93，575，703  53．2  1，846，936  1．0   

3，320  63，349，640  33．8  21，012，063  11．2  814，015  0．4  96，851，479  51．6  2，426，605  1．3   

2，200  68，184，779  33，8  23，522，003  11．7  888，878  0．4  103，011，660  51．0  2，986，761  1．5   

4，160  70，010，705  33．0  25，605，935  12．1  944，633  0．4  108，571，607  51．2  3，490，020  1．6   

8，983  70，780，017  32．3  27，265，534  12．4  982，637  0．4  112，253，786  51．2  3，920，009  1．8   

6，816  71，987，872  32．4  28，665，681  12．9  993，494  0．4  112，483，237  50．6  4，193，954  1．9  

保護費総弓   

平成13年度  175，979，8   
平成14年度  187，693，3   
平成15年度  201，852，2   
平成16年度  211，954，1   
平成17年度  219，078，9   
平成18年度  222，406，8   

助費  （％）  生業扶助費  （％）  葬祭扶助費  （％）  事務費等  （％）   

二10  0．0  15，681  0．0  308，096  0．2  2，882，723  1．6   

68  0．0  21，255  0．0  350，827  0．2  2，848，467  1．5   

82  0．0  24，785  0．0  368，129  0．2  2，842，922  1．4   

83  0．0  26，413  0．0  410，381  0，2  2，873，583  1．4   

09  0．0  518，250  0．2  444，001  0．2  2，896，240  1．3   

ヨ  0．0  638，158  0，3  468，481  0．2  2，953，988  1．3  

出産扶堵   

平成13年度  17，9二l   

平成14年度  18，96   

平成15年度  22，28   

平成16年度  20，88   

平成17年度  18，50   

平成18年度  21，95   

資料：生活保護速報（各年度毎の扶助金額は、年度平均値である。）  
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（4）世帯類型別保護受給期間別世帯数の割合の推移  

（世帯、％）  

総  世  帯  高  齢  者  世  帯  

年  世帯数  1   1′、3  3～10  10年  世帯数  1   1～3  3～10  10年  

年未満  年未満  年未満  以 上  年末満  年未満  年未満  以 上   

4 年  570，550  9．3  14．8  40．3  35．7  241，520  5．2  10．8  38．7  45．3   
5 年  565，640  10．1   14．9  38．1  36．9  244，710  6．0  11．0  36．4  46．7   

6 年  574，920  11．1   16．0  35．2  37．8  253，390  6．4  11．8  34．0  47．6   

7 年  580，000  10．7  17．7  33．3  38．2  253，250  6．8  12．9  32．1  48．2   

8 年  589，000  11．1   18．4  32．3  38．1  261，670  7．1  13．7  30．9  48，3   
9 年  605，350  11．6  18．5  32．3  37．6  272，730  7．5  14．5  30，7  47．4   

10 年  630，830  12．2  19．3  32．4  36，2  289，660  7．8  14．9  31．1  46．2   

11年  677，910  13．2  20．1  32．4  34．4  313，410  7．8  15．7  31．4  44．1   

12 年  719，200  13．3  22．0  32，6  32．1  330，880  9．0  17．4  31．8  41．8   

13 年  767，870  13．0  22．9  34．0  30．1  362，350  8．9  18．2  33．3  39．6   

14 年  838，550  14．8  22．1  34．9  28．2  398，200  9．7  17．4  34．9  37．0   

15 年  908，790  14．8  22．4  36．0  26．7  433，720  9．8  18．2  36．4  35．5   

16 年  970，640  13．9  23．1  37．1  25．8  465，160  9．1  18．3  38．0  34．6   

17 年  1，015，830  12．5  22．5  39．6  25．5  438，030  8．0  16．9  40．2  34．7   

母  子  世  帯  傷 病 障 害 者 世 帯  

年  世帯数  1   1～3  3～10  10年  世帯数  1   1～3  3～10  10年  

年未満  年未満  年未満  以 上  年未満  年未満  年末繭  以 上   

4 年  56，540  13．9  22．3  50．5  13．4  227，500  12．6  16．8  38．7  31．8   

5 年  52，750  15．3  22．9  47．5  14．3  225，950  13．3  17．2  37．3  32．2   

6 年  50，620  17．1  24．5  43．8  14．5  233，320  14．5  18．5  34．1  32．8   

7 年  49，960  15．0  28．3  41．3  15．5  245，110  13．8  20．4  32．8  33．0   

8 年  49，640  16．2  27．2  40．7  15．9  248，220  13．8  21．3  32．5  32．4   

9 年  48，610  17．2  27．3  39．9  15．6  254，310－  14．5  21．0  32．5  31．9   

10 年  49，030  1臥5  29．3  39．5  12．6  257，700  15．1  22．0  32．8  30．1   

11年  54，620  19．4  29．7  38．8  12．1  269，310  16．2  23．0  32．5  28．3   

12 年  56，120  20．4  31．6  38．0  7，9  290，010  15．5  24．5  33．3  26．7   

13 年  62，870  20．3  33．6  37．0  8．1  295，230  15．3  25．5  34．7  24．5   

14 年  69，350  22．7  31．8  37．6  7．9  307，860  17．5  24．0  35．1  23．4   

15 年  75，210  21．0  33．0  39．0  6，9  331，080  17．3  24．3  36．3  22．2   

16 年  81，180  19．3  33．6  40．3  6．9  342，970  16．6  25．2  37．0  21．1   

17 年  78，060  18．0  32．9  42．6  6，5  396，720  14．4  24．4  39．2  21．9   

そ の 他 世 帯  

年  世帯数  1  1～3  

年未満   年未満   
4 年  44，900   8．3  16．1  43．9  31．7   

5 年  42，230  10．2  15．4  40．8  33．6   

6 年  37，390  13．1  16．8  37．2  33．0   
7 年  31，680  11．8  19．1  34．4  34．7   

8 年  29，470  14．5  21．3  30．6  33．6   

9 年  29，700  15．2  19．7  32．3  32．8   

10 年  34，400  17．6  21．3  29．9  31．2   

11年  40，570  18．3  22．1  30．3  28．3   

12 年  42，190  21．5  28．3  27．8  22．4   

13 年  47，420  20．1  28．9  30．3  20．6   

14 年  63，140  24．7  26．1  31．2  18．1   

15 年  68，780  28．0  28．4  28．7  14．8   

16 年  81，330  24．7  31．4  30．1  13．8   

17 年  103．020  19．5  31．1  35．1  14．3   

資料：被保護者全国一斉調査（個別調査）  
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2．福祉事務所の現状  

（1）査察指導員及び現業員の業務経験の状況  

年  度  
総   

9 年度   2 

10 年度   2 

11年度   2 

12 年度   2 

13 年度   2 

14 年度   2 

15 年度   2 

16 年度   2 

17 年度   2 

18 年度   2 

（注）生活保護法施行事務監査資料  

（2）査察指導員の欠員状況  

未 充 足 人 員（人）  未 充 足 事 務 所 数（か所）   

総 数   郡 部   市 部   総 数   郡 部   市 部   

160   7   153   115   7   108   

160   3   157   107   3   104   

181   180   117   116   

平成17年度   

平成18年度 
平成16年度    l  

（注）生活保護法施行事務監査資料  

（3）現業員の欠員状況  

未 充 足 事 務 所 数（か所）   

総 数   郡 部   市 部   

281   42   239   

265   30   235   

276   32   244  平成16年度  平成17年度  平成18年度   

未 充 足 人 員（人）  

総 数   郡 部   市 部   

1．198   61   1．137   

1－ 221   37   1，184   

l，275   38   1，237   

（注）生活保護法施行事務監査資料  

（参考）全国の福祉事務所、査察指導員、現業員数  

福祉事務所数（か所）   査察指導員数（人）   現 業 員 数（人）   

度   1．225   2，307   11．944   

度   1，219   2，365   12，450   

度   1，236   2，404・   12，873   

平成16 年  

平成17 年  

平成18年  

（注）生活保護法施行事務監査資料  
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（4）規模別福祉事務所の現状  

ア 被保護世帯規模別福祉事務所の推移  

平 成 16 年 度  平 成 17 年 度  平 成 18 年 度  

被保護世帯規模別  
事務所数  構 成 比  事務所数  構 成 比  事務所数  構 成 比  

（か所）   （％）   （か所）   （％）   （か所）   （％）   

100以下   170   13．9   175   14．4   176   14．2   

101′〉200   226   18．4   227   18．6   236   19．1   

201′〉500   348   28．4   327   26．8   331   26．8   

501以上   481   39．3   490   40．2   493   39．9   

計   1，225  100．0  1．219  100．0  1，236  100．0   

（注）生活保護法施行事務監査資料  

イ 現業員規模別福祉事務所の状況  

査 察 指 導 員  現  業  員  

現業員  

規模別   
事務所数  総数  

現業経験1年   

（人）  

未満の音数  

総数 （人）  現業員 未経験者数 （人）  構成比 （％）  （人）  

427   3人以下   411（33．3％）  161  37．7   966   285  

482   4人～7人  388 （31．4）  143  29．7   1．999   515  

8人以上   437 （35．3）   1，495   235  15．7   9，908   2，382  

計   1，236 （1∝）．0）   2．404   539  22．4  12．873   3．182  

（注）平成18年度生活保護法施行事務監査資料  

（参考）   

専任面接員の配置状況  

区  分   総  数   郡  部   市  部   

事 務 所 数   1，236か所   253か所   983か所   

配置事務所数   211か所   3か所   208か所   

配  置  率   17．1％   1．2％   21．2％   

（注）平成18年度生活保護法施行事務監査資料  
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3 指導監査の実施状況   

（1）厚生労働省及び都道府県・指定都市が実施した指導監査の状況（平成18年度）  

都道府県・   
福祉事務所数   

ケース検討数  

指定都市数  （被保護世帯数）   

A   62 県市   1．236か所   1，075．824件   

働省   62 県市   73か所   4，704件   

市  1，190か所   53，995件   

B   62 県市   1．263か所   58，699件   

／A   100．0％   102．2％   5．5％  

資料：平成18年度監査資料、監査実施結果報告  
「監査対象数A」の（被保護世帯数）は生活保護速報による。   

（2）厚生労働省が実施した指導監査結果に基づく主な問題点（平成18年度）  

か所  ％  

盲祉事務所の実施体制の整備・確保  50  80．6   

匡保有ケースに対する指導の徹底   21   33．9   

犬況調査の実施   4   6．5   

か所  ％  

適正実施の推進  

笥調査活動   50  68．5  

箆能力調査   48   65．8   

状把握及び就労指導の徹底   47   64．4   

入申告書の徴取   20   27．4   

税調査   15   20．5   

法他施策の活用   14   19．2   

始時の関係先調査   11   15．1   

3条の適正な適用   4  5．5  

な運営管理の推進   

施体制の整備   21  28．8  

織的運営管理の充実強化   9   12．3   

都  
道  
府  
県  ・管内福祉∃   

指  ・自動車保；   
定  

都  
市  
本  
庁   

保護の適正  
・訪問調  

・扶養能  

福  ・病状把  
・収入申  

祉  ・課税調   

ー他法他  
事  

・開始時  
務  ・63条  

組織的な運  

・実施体  

・組織的   

資料：平成18年度厚生労働省監査結果  

（注）都道府県・指定都市本庁指摘率＝か所／62  

福祉事務所指摘率＝か所／73  
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（3）福祉事務所に対する指摘事項（平成18年度）  

①主眼事項・着眼点別改善指示事項（その1）  

厚生労働省監査分    都道府県・市監査分    合  計    指摘率  
指摘事項  

（％）     郡部  市部  計  郡部  市部  計  郡部  市部  計   

Ⅰ 保護の適正実施の推進  2  70  72  138  683  821  140  753  893  70．7  

1保護の相談、申請、開始段階における  
48  48  40  204  244  40  252  292  23．1  

助言、指導及び調査の徹底  

（1）面接相談時における適切な対応  4  22  26  4  22  2．1  

（2）適切な事務処理  57   5．5  

（3）保護開始時における調査  18  18  20  77  97  20  

（4）扶養義務履行の指導  15   

（5）関係機関等との連携  2  2  4  2  2  4   0．3  

2 保護受給中における指導援助の推進  2  70  72  126  622  748  128  692  820  64．9  

（1）権利、義務の周知徹底  4  4  7  9  16  7  13  20   1．6  

（2）資産及び収入の把握  32  32  58  240  298  58  272  330  26．1  

（3）年金等の受給資格の確認  20  20  30  169  199  30  189  219  17．3  

（4）扶養能力調査の実施   46  47  65  246  311  66  292  358  28．3  

（5）処遇方針の設定  37  37  田  83  94    120  131  10．4  

（6）計画的な訪問調査活動の推進  53  53  51  334  385  51  387  438  34．7  

（7）就労阻害要因の把握   2  48  50  38  201  239  40  249  289  22．9  

（8）個別具体的な指導援助の充実   2  55  57  21  154  175  23  209  

（9）関係機関との連携及び社会資源等の活用  42   3．6  

（10）自立助長ケースの選定  3  24  27  3  24  27   2．1  

3 適正な保護の決定事務の確保  36  173  209  36  173  209  16．5  

最低生活費の認定、加算、控除等の決定  
36  173  209  36  173  209  16．5  

事務の適正処理  

4 不正受給防止対策等の推進  10  10  20  99  119  20  109  129  10．2  

（1）収入申告内容の確認等の状況  3  8．7  

10  10  20  20  1．6  

（3）不正受給等の原因分析の及び再発防止対策  2   5   0．6   

Ⅱ 医療扶助の適正運営の確保  17  17  39  243  282  39  260  299  23．7  

（1）医療扶助受給者に対する指導援助の状況  6  6  25  112  137  25  113  138  10．9  

（2）レセプトの点検・活用  5  5    41  3．7  

（3）移送給付等の状況  60   5．4  

（4）嘱託医等の配置及び活動状況  27  2．5  

（5）本庁への協議技術的助言の要請状況  0．1  

（6）他法他施策の活用及び関係機関との連携  145   

（7）頻回受診者に対する適正受診指導状況  6  47  53  6  48  54   4．3  

（8）医療扶助の例外的給付（入院日数180日超）  2  23  25  2  23  25   2．0   
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（その2）  

厚生労働省監査分    都道府県・市監査分    合   計    指摘率  
指摘事項  

（％）    郡部  市部  計  郡部  市部  計  郡部  市部  計   

Ⅱ 介護扶助の適正運営の確保  13  65  78  13  65  78   6．2   

6  25  31  2．5   

（2）介護給付費の点検等  9   0．7   

（3）福祉用具及び住宅改修の給付状況  8  0．8   

（4）介護施設入所者基本生活費等給付  4  5    4  5   0．4   

0．0   

（1）介護扶助受給者に対する指導援助の状況  37  2  2．9   

Ⅴ福祉事務所における入所措置等の適正実施の確保  7  8    7  8   0．6   

5  6    5  6   0．5   

（1）適正な入所措置事務等の確保  2  2  2  2   0．2   

Ⅴ組織的な運営管理の推進  52  52  40  341  381  40  393  433  34．3   

1 計画的な運営管理の推進  43  43  10  69  79  10  112  122   9．7  

（1）理事者等の現状認識  41  41      12    52  53   4．2  

（2）処遇困難ケースに対する組織的取組  27  27  4  4   31  31   2．5  

（3）運営の方針及び事業計画の状況  2               2  1．5  

（4）自主的内部点検及び適正化対策事業  2   1．9  

の実施及び活用状況  4  4  4  4   0．3  

（5）ケース診断会議の活用状況  22  22  7  21  28  7  43  50   4．0   

2 査察指導機能の充実  50  50  24  184  208  24  234  258  20．4  

（1）現業活動の掌握体制の確保  19  19  6  51  57  6  70  76   6．0  

（2）訪問の進行管理等  37  37  16  108  124  16  145  161  12．7  

（3）ケース審査及び助言、指導  46  

（4）処遇困難ケースへの対応  5 5 5  5  10   0．8   

3 実施体制の確保  32  32  16  179  195  16  211  227  18．0  

（1）職員の配置状況  31  31  8  124  132  8  155  163  12．9  

（2）面接相談体制の状況  2  2  2  2  0．2  

（3）経理事務の処理状況  58       61        3  3  8  50   8  53  4．8  

（4）ケース記録等事務処理の管理状況  16  17    16  17   1．3   

Ⅵ福祉事務所の実情に応じた重点的な指導  2  2  8  96  104  8  98  106   8．4   

33  33  34  34   2．7   

（2）暴力団関係者ケースに対する調査、指導  5  5  5 5 0．4  

（1二I福祉事務所の実情に応じた取組状況  
55  4．9   

（注）1本表は厚生労働省及び都道府県・指定都市の監査結果通知において、着眼点（カツコ数字）ごとに指摘した福祉事務所の  

延べ数を主眼事項（Ⅰ－1～Ⅵ）ごとに各事項で指摘した福祉事務所数の実数を記載したものである。  

指摘を受けた福祉事務所数  
×100   2 指摘率＝  

厚生労働省監査実施事務所数73箇所＋都道府県・指定都市本庁一般監査実施事務所数1．190箇所  
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②ケース検討結果の指導指示の状況  

（平成18年度実施分）  

厚生労働省   
都道府県・指定都市監査  

総数 
監査  

一般監査  特別指導監査  ／ト計   

ケース検討数（A）  件   件   件   件   件  

58．699   4，704   47，873   6，122   53，995   

文書指導・指示ケース数（B）  件   件   件   件  

18、799   2，540   13，757   2，502   16．259   

指導・指示率（B／A）  ％   ％   ％   ％   ％  

32．0   54．0   28．7   40．9   30．1   

件   件   件   件   件  

処遇方針の樹立  496   440   55   495  

（1．8）   （0．0）   （2．2）   （1．4）   （2．1）  

資産の把握・活用   1，626   181   1，209   236   1，445  

指  （5．8）   （4．3）   （6．0）   （6．1）   （6．0）  

扶 養 能 力 調 査   4，992   795   3，544   653   4，197  
（17．8）  （19．1）   （17．7）   （16．8）   （17．6）  

導  3，114   428   2，277   409   2，686  
（11．1）   （10．3）   （11．4）   （10．5）   （11．2）  

最低生活費の算定   1，772   140   1，441   191   1，632  
（6．3）   （3．4）   （7．2）   （4．9）   （6．8）  

収  入  認  定   3，747   413   2，808   526   3，334  

指  
（13．4）   （9．9）   （14．0）   （13．5）   （14．0）  

病  状  把  握   2，994   476   2，070   448   2，518  
（10．7）   （11．4）   （10．4）   （11．5）   （10．5）  

示  478   115   310   53   363  

（1．7）   （2．8）   （1．6）   （1．4）   （1．5）  

事  
指導・指示の徹底   2，599   539   1，712   348   2，060  

（9．3）   （12．9）   （8．6）   （8．9）   （8．6）  

訪問による実態把握   5，458   976   3，627   855   4，482  
（19．5）   （23．4）   （18．1）   （22．0）   （18．8）  

項  

そ  の  他   780   104   560   116   676  

（2．8）   （2．5）   （2．8）   （3．0）   （2．8）  

計   28，056   4，168   19，998   3，890   23，888  
（100．0）   （100．0）   （100．0）   （100．0）   （100．0）   

（注）（）内の数字は、合計に対する構成割合  

資料：平成18年度生活保護法施行事務監査監査実施結果報告、平成18年度厚生労働省監査結果  
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③都道府県・指定都市別ケース検討結果表（都道府県・指定都市実施分）  

（その1）  

3 資産   4  5 他法他施策  6 最低生活費  
2  ロ  工  オ  凹  キ  田  ケ  

導・  
示数  方針  認定  把握  活用  支援  他   

B   法   

74（   

16：   

31き   

15   

23！   

皿   
21   

匹   

18   

22   

43   

49   

89   

20   

13   

2   

了   口  田  0  4  口  m  2  0  3  口  7  0  0   
匹   

6   13  2  2  2  0   

18   

13   

25   

31   

37   

22   8  

36   

48   

43   4  0  3  四  3  116  35  田  55  0  0  8  2   
皿   

33   口  四  16  14  6  101  27  口  33  0  m  25  4   
四   

60  28．4   口  0  0  囚  6  8  B  4  日  0  口  B  2   
2〔   

5＝   
四   

u   口  0  2  0  2  12  2  0  8  0  白  3  0   
21   

2：   

3（   45  口  3  6  5   
3二   

72  柑．6  4  6  0  0  0  阿  口  0  口  2  0  0  口   
2！   

匹   4  2   

正   

2（   

4   

4！   

4！   

4，   

139  2臥1   0  0  4  2  0  四  4  田  四  0  18  ロ  0   
2   

3   

口   

78  26．2  5  0  0  2  4  24  0  0  3  0  口  4  0   
6   

2   

4   

口   

」   

」   

40  5．0  48  8  【  0  0  5  2  0  口  0  口  2  0   
2   

16，2   

（0．4）   

平成18年度監査実施結果報告  資料  

（注）   （）内は、指導指示総数に対する構成割合  
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（その2）   

7 収 入 認 定     8  9 病状把握  10  蒙働   11指導指示  12  
保護                 生活   

合計   
申告   検討  他  決定  指導  連携   

可否   活用   

了3  m  巳  13  田  125  44  12  4  6  100  4  2  21  137  田  1．144   
12  巳  口  ロ  0  13  3  9  口  4  21  0  0  0  8  【  204   
39  皿  8  15  34  四  9  15  0  口  18  6  0  5  118  0  461   
15  6  3  口  3  16  0  8  q  口  36  口  口  6  37  ロ  223   
26  17  0  3  4  10  5  8  0  3  日  0  0  2  46  0  329   
9  8  0  0  4  皿  0  同  0  口  ＝  口  2  口  54  0  171   
26  16  3  口  4  25  日  m  同  3  42  日  4  6  57  3  512   
10  4  2  2  口  5  0  4  0  0  4  口  2  0  6  0  97   
14  m  口  4  5  口  0  2  0  0  21  口  2  26  84  0  260   
20  14  0  日  14  26  日  8  0  3  6  0  口  7  50  0  378   
49  23  4  9  0  69  田  20  0  0  四  0  3  0  150  2  554   
93  29  22  0  0  22  4  14  口  8  25  3  2  7  185  8  728   
220  9  122  28  24  田  4  2  3  6  12  口  0  口  81  0  1．230   

25  15  3  6  Ⅶ  同  2  B  0  3  6  口  2  【  85  口  279   
31  3  3  0  0  28  q  0  B  0  17  0  口  0  32  2  198   
2  0  0    0  2  0  口  0  口  口  0  0  口    0  32   
16  4  0  口  4  5  口  2  口  2  2  口  0  3  40  2  128   
34  8  3  2  9  3  0  0  0  0    0  0  4  47  【  188   
厄  0  可  ◆1  3  3  0  6  0  0  3  0  0  3  24  口  122   
20  24  4  2  0  8  4  2  口  5  5  0  0  2  68  4  304   
16  6    0  0  9  4  14    0  3  0  3  0  38    229   

0    3    6  14  0  0  0  4  27  0  2  3  66  0  382   

14  ‖  4  9    34  4  9  3  5  29  3    15  63  4  406   
43    向  3  2  38  3  12  3  7  55  0      154  9  585   
59  田  口  4  0  15  口  0  0  2  22  2  Ⅶ   155    340   
43  34  24    7  45  2  14  10  38  34    4  12  174  12  735   

37  4  4  口  口  64  10  13  2    48  3    5  253  2  646   
59  17  3  口  田  17  4  26  2  4  36  8  4    155  4  586   
27  6  2  0  口  田  2  2  0  3  匹  0  0  0  33  0  170   
33  39  3  2  2  43  24  50  0  m  60  2  3  9  102  12  659   

6  4    8  3  10  2  了  0  0    0  0  2  23  0  183   
2  7  2  6    5    8  0  0  0  0  0  0  了  0  74   

49  26  4    3  6  0    0    10    0  0  73  0  293   

63  52  匝  12  阻  45  27  14  向  8  85  6  8  71  188  4  1．122   

10  20  9  7  0    14  2  0  2  14  2  0  0  19  3  247   

4  10  【  0  口  3  q  2  q  0  19  0  0  口  14  口  89   
29  口  2  口  口  31  0  13  0  2  32  口  口  22  73  B  336   
12  5    0    26  13  60  2    21    0    8  4  322   

38  m  口  3  3  23  21  17  0  口  21  4  口  3  55  口  438   
42  6  3  6  0  37  7  12  口  4  28  2    0  103  0  418   

0  0    0    0  0  4  0  0    16  0  72   

21    5  3  30  3  18  0  2  34      7  59  4  386   

9  0  0      2    0  5    0  0  0  22  0  149   

60  13    12    13      0    10  0  33    285   

23  13  3  0  0  27  2  4  0  3  15  0  2  3  42    275   

31  25  2  6    57  9    0  3  48  4    3  117  2  523   

58    14  22  2  36  0  13  2    30    3    172  2  750   

30  16  5  16  5  40  ＝  6  4  14  84      9  42  0  548   

55      4  4  48  0    0  8  68      19  209    789   

15  8  0  2  3  6  0  22  口  6  10  0  2  0  33  4  179   
8  13    0  0  12  6  60  0  2  35    2    10  0  229   

22  ‖  8  37      4        23  2      80  0  442   
4  12    16  9  26  m  5  2      0  0  8  35    462   

4      0  0  0  0  0  4  4  0  2  2  28    96   

31  43  7  口  6  54  26  2  6  4  22  7  0  24  153  2  886   
12  4  了  0  15    0  56  0    8  2  2  0  8  0  246   
23  64  口  14  2  28  2  3  0  四  34  0  0  口  191  0  590   
10  4  2  口  2  18  4  3  【  2  32  2  口  4  59  0  206   
0  口    13    14    田      21  0  0    14  0  195   
14  四  2  26  口  18  45  31  0  叩  38  0  4  0  46  0  412   
4  口  0  2  0  12  3  0  0  0  4  0  0  0  4  0  50   
24  了  3  0  口  18    四  0  4  24  6  0  2  37  0  316   

1，791  842  344  357  284  1．410 380   728  82  281  1，515  四  83  365  4，482  135  23．888   
（8．3）  （3．9）  （1．6）  （1．7）  （1．3）  （6．5）（1．8）   （3，4）  （0，4）  （1．3）  （7．0）  （0．4）  （0．4）  （1．7）  （20．7）  （0．6）  （100．0）  
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